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パート労働者に対する厚生年金適用の拡大について（案）  
～被用者にふさわしい老後の所得保障のために～  

平成19年3月13日  
厚 生 労 働 省  

○ パート労働者が社会経済においてその役割や比重を増していく中で、その   

被用者にふさわしい年金保障を充実することは、今日の均衡待遇を確保する   

ための労働政策の展開とともに、将来の老後生活における格差を拡大、固定   

化させないための喫緊の政策課題となっている。  

○ また、現行の厚生年金の適用基準は、パート労働者が正社員になろうとす   

る際の保険料負担の発生により正社員就業を妨げているとの指摘や、労働時   

間膿雇用形態の選択に中立的でないなどの指摘もなされている。  

○ こうした諸課題に対応し、国民皆年金を堅持し公的年金制度に対す昂国民   

の信頬を高める観点から、以下の基本的な考え方に基づき、厚生年金の適用   

基準を見直すための所要の措置を講じ、パート労働者に対する厚生年金の適   

用を拡大する。  

○ その際、既に適用対象とされている者を含め、法令上の根拠を明確にし、   

厚生年金の適用の徹底を図る。（被保険者の範囲に係る基本的事項を法定。   

具体的基準は一部政省令等に委任。）  

＿1二＿‾  
厚生年金の適用拡大に関する基本的考え   

労働の報酬により生計を営み、老後は稼得手段を失う可能性が高い被用者   

については、出来る限り被用者年金制度の対象とする。  

○ 具体的には、労働時間等の面で正社員に近いパート労働者に労使折半で適   

用するという現行制度と同様の考え方の下に、厚生年金の適用範囲を拡大す   

る。  

匡二二  適用基準の見直し   

現在の基準である「通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上」という  

労働時間に関する要件を「週所定労働時間が20時間以上」に引き下げるこ  

とを基本とする。   



○ これにより新たに対象となる「週所定労働時間が20時間以上で、通常   

の労働者の4分の3未満であるパート労働者」については、所定労働時間   

に関する要件と他の要件とを組み合わせて、厚生年金の適用対象とする   

「被用者」を、「3．」により総合的に判断する。  

○ 現在、「通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上」の基準により既   

に厚生年金の適用対象とされているパート労働者については、引き続き、   

現行の基準による。  

に対象となるパート労働者の適用基  

所定労働時間を基軸として、賃金水準及び勤務期間を適用の判断要素とする。   

（1）労働時間   

「労働時間」は、本人が被用者としての就労実態を備えているか、事業主   

の事業活動と一定以上の関係性を有しているかを判断する最も基本的な   

要素であり、一定時間以上の所定労働時間があることを必要とする。  

○ 雇用保険のパート労働者の適用基準の例を踏まえ、法定労働時間（週   

40時間）の半分である「週所定労働時間が20時間以上」とする。  

（2）賃金水準   

国民年金の給付・負担との均衡、既に厚生年金が適用されている他の労働  

者との関係、パート労働者自身の保険料負担感への配慮などの観点から、一  

定以上の賃金綾がある者に限る。  

○ 上記の観点を踏まえ、当面、現行の厚生年金適用対象者に係る保険料負   

担の基準（標準報酬等級）の下限の額「月額98，000円」以上の賃金   

を得ていることを要件とする。  
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（3）勤務期間   

事務負担を負うこととなる事業主などの観点から、頻繁な入離職とならな  

い一定期間以上の雇用関係を備えた者に限ることとする。  

○ 雇用保険のパート労働者の適用基準の例を踏まえ、「1年以上」の勤務   

期間があることを要件とする。   

適用拡大による事業経営への影響は、事業規模が小さいほど相対的に大き  

いと考えられることから、激変緩和のための所要の措置を講じる。  

○ 具体的には、従業員「300人」以下の中小零細事業所の事業主につい   

ては、当面、新たな基準の適用を猶予する。   

あわせて、健康保険・介護保険についても、被用者に対する社会保険制度  

として一体的な運営を行っていることから、その適用対象を厚生年金と同様  

に拡大する。  

6．施行時期   

制度の周知や企業の対応、行政実務の対応など十分な準備期間を設ける観  

点から、日本年金機構の発足も見据えつつ、適切な期間を経て、政令で定め  

る日から施行する。  

（参考）適用拡大に関する推計  

・対象人数  10～20万人  

・事業主負担への影響額  200～300億円  

うち、厚生年金  100～200億円  

健康保険・介護保険   100億円程度  
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第28回社会保障審議会年金数理部会  
参考資料  

公 的 年 金 制 度 一 覧  平 成19 年 3 月 27 日   

○国民年金制度  （平成17年度末（平成18年3月末）現在）   

被保険者数  老齢基礎年金等  年金扶養姥率  老齢基礎年金  実質的な   積立金   積立比率   険料   老齢基礎年金   

区  分  
受給権者数   些  平均年金月額  簿価ベース  簿価ベース  （平成19年4月）   ＝＝l  

②  ②  （繰上げ・繰下げ除く）   「Rキノ霜／ヾ＿て1 L「■ヽjlしLU、一ノヽ」  「Il圭／荊こ／ヾ＿ス1 Lll、」ll⊥り’  

万人  万人  万円  兆円  兆円   兆円  円  

第1号 被 保 険 者    2，190  4．0  9，2 ［9．7］  4．3 ［4．3］    14，100   

第 2 号 被 保 険 者  3，705  2，434   2．8 7  5．8  65歳  

第 3 号 被 保 険 者  1，092   

計  6，988   

（参考）公的勺三企加入者合計  7，045  

（注）1．上記のほか、老齢福祉年金受給者数は、3万人である。  
2．第1号被保険者には、任意加入被保険者を含む。  
3．老齢基礎年金等受給権音数は、老齢基礎年金受給権音数に、旧国民年金法による老齢年金受給権者数、被用者年金制度の65歳以上の旧法老齢（退職）年金の受給権者数等を加えたものである。  
4．老齢基礎年金平均年金月額は、繰上げ・繰下げ支給分を除いた老齢基礎年金受給権者に係る平均年金月額である。このほかに、繰上げ・繰下げ支給分の老齢基礎年金受給権者および旧国民年金  

法による老齢年金受給権者に係る分を含めた老齢基礎年金等平均年金月額は5．3万円である。  
5．実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金勘定からの受入を控除した額に基礎年金勘定への繰入を加えたものである。  
6．積立金［時価ベース］は、旧年金福祉事業団から承継した資産に係る損益を含めて、年金資金運用基金における市場運用分の運用実績を時価ベースで評価したものである。なお、承継資産に係る  

損益の厚生年金・国民年金への按分は、厚生年金・国民年金のそれぞれの積立金の元本平均残高の比率により行っている。  
7．公的年金加入者合計は、被用者年金被保険者と、第1号・第3号被保険者の合計である。  

○被用者年金制度  （平成17年度末（平成18年3月末）現在）   

適用者数  積立金   積立比率   保険料率   老齢（退職）年金  

受給権者数  平均年金月額  支出総費用額  （平成19年4月）   支給開始年齢  
区  分  

（老齢・退年相当）   や  （老齢・退年相当）  簿価ベース  簿価ベース  （平成19年度）   

②  ②  （繰」二げ・繰下げ等除く）  
［時価ベース］  ［時価べ←ス］  

万人   万人   万円   兆円   兆円  兆円   ％   

厚 生 年 金 保 険  1，152  2，8 7  16．9   
報酬比例部分  

5．2 ［5．2］     一般男子・女子60歳  

国家公務員共済組合   10 8   6 3   1．71   2 2．3   1．9   8．8   坑内員・船員 58歳  

地方公務員共済組合   3 0 7   158   1，9 5   2 3．1   定額部分  
一般男子・共済女子63歳  

私立学校数職員共済   45   9   5，0 2   21．6   0．4   3．3   厚年女子 61歳  

計  3，762   1，382   2，7 2   17．8   38．6  183．3［194，5］  5．9 ［6，0］  坑内員・船員 58歳  

（注）1．厚生年金保険の老齢（退職）年金受給権音数及び平均年金月額には、日本鉄道、日本電信電話、日本たばこ産業及び農林漁業団体職員の各旧共済組合において厚生年金保険に統合される前に裁定され  
た受給権者に係る分を含む。  

2．共済組合の老齢（退職）年金受給権音数には減額退職年金に係る分を含む。（厚生年金保険に含まれている旧三公社共済組合、旧農林漁業団体職員共済組合に係る分についても同じ。）  
3．老齢（退職）年金平均年金月額は、老齢基礎年金を含んだものである。ただし、繰上げ・繰下げ支給（減額退職年金を含む）を選択した者と、報酬比例部分の支給開始年齢に到達しているが、定額部  
分の支給開始年齢に到達していない者は除外している。  

4．実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金交付金を控除した額に基礎年金拠出金を加えたものである。  
5．厚生年金保険における坑内員及び船員の保険料率は、15．704％であり、日本鉄道及び日本たばこ産業の各旧共済組合の適用法人及び指定法人であった適用事業所に使用される被保険者に係る保  
険料率は、それぞれ15．69％及び15．55％である。また、農林漁業団体等の適用事業所に使用される被保険者に係る保険料率は、15・412％である。  

6．厚生年金保険の積立金には厚生年金基金が代行している部分の積立金は含まれていない。  
7．厚生年金保険の積立金［時価ベース］は、旧年金福祉事業団から承継した資産に係る損益を含めて、年金資金運用基金における市場運用分の運用実績を時価ベースで評価したものである。なお、承継資  
産に係る損益の厚生年金・国民年金への按分は、厚生年金・国民年金のそれぞれの積立金の元本平均残高の比率により行っている。  

8．積立比率とは、前年度末に保有する積立金が、実質的な支出のうち、保険料拠出によって賄う部分（国庫・公経済負担を除いた部分）の何年分に相当しているかを表す指標である。  
（前年度末に保有する積立金が、国庫・公経済負担や追加費用を含めた実質的な支出総額の何年分に相当しているかを表す積立度合とは異なる。）   




